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基準７ 学生支援等 

 

（１）観点ごとの分析 

 

観点７－１－①： 授業科目や専門，専攻の選択の際のガイダンスが適切に実施されているか。 

 

 【観点に係る状況】 

 授業科目，専門，専攻等の選択の際の履修ガイダンスは，各学部・研究科で資料７-１-①-Ａに示すとおり実施し

ている。学士課程入学時には，全ての学部において，教育の目的，カリキュラムの周知，授業科目の履修方法など

の指導を内容とする「新入生ガイダンス」を実施しており，特に教養教育ガイダンスでは，教養教育委員会及び学

士課程会議において作成した全学共通の資料を用いて行うなど，どの学部でも同様の説明となるように配慮してい

る（別添資料１-２-①-１）。入学後は学生一人に対し複数の教員（各学部及び総合科学部の教員）をチューターと

して配置し，学生が所属する学部・学科・類・専攻・コースごとに履修や日常生活に関するきめ細かな指導・助言

を行う（別添資料１-２-①-２，３）とともに，学生の授業の選択状況等は「広島大学学生情報システム（もみじ）」

によって管理している。また，学部の特色に応じて２年次生，３年次生及び編入生を対象とした履修ガイダンスを

実施し，教育職員免許状取得を希望する学生には，取得方法のガイダンスを実施している。 

 大学院課程においても，「新入生ガイダンス」を実施するとともに専攻・分野に応じたガイダンスを実施し，併せ

て学士課程と同様に教育職員免許状取得を希望する学生には，取得方法のガイダンスを実施している。 

 ガイダンス実施は，大学での学習活動に関する基本的なルールを習得することにより，その後の学習への不安を

解消し，さらに学習意欲の向上が図られるとともに，特に学外で実習を行う教育職員免許（介護等体験用）等は，

学生の心がけに変化を生むものになっている（別添資料７-１-①-４）。 

 

資料７－１－①－Ａ 学部・研究科における履修ガイダンスの実施状況（平成２０年度） 

学部名 実施組織 対象者 実施時期 実施内容 

学部 １年次 ４月 ・新入生ガイダンス 

学部 １年次 ７月，１月 ・１年次生を対象にしたプログラム選択のための説明会

総合科学部 

学部 ２～３年次 ４月 ・所属プログラム別の説明会 

学部 １年次 ４月 ・新入生ガイダンス 

分野毎 ２年次 ４月 ・コース・主専攻プログラムガイダンス 

文学部 

コース毎 編入生 ４月 ・専門教育ガイダンス 

学部 １年次 ４月 ・新入生ガイダンス 教育学部 

コース毎 ２年次 ２月 ・ゼミ分け実施説明会 

学部 １年次 ４月 ・新入生ガイダンス 

学部 ３年次 ４月 ・編入生を対象としたガイダンス 

学部 ２年次 ４月 ・２年生を対象としたガイダンス 

学部 ３，４年次 ４月 ・３，４年生を対象としたガイダンス 

法学部 

学部 １年次 10月，１月 ・２年生からの教育プログラム選択のためのガイダンス

学部 １年次 ４月 ・新入生ガイダンス 

コース毎 ２年次 ４月 ・２年次生ガイダンス 

経済学部 

コース毎 編入生 ４月 ・編入生ガイダンス 

学部 １年次 ４月 ・新入生ガイダンス 

学部 １年次 ９月，２月 ・教育職員免許ガイダンス（介護等体験用） 

学部 ２～３年次 12月 ・教育職員免許ガイダンス（教育実習用） 

学部 ２～３年次 ２月 ・博物館実習ガイダンス（学芸員資格取得用） 

理学部 

学科毎 ２～４年次 ２～４月 ・授業科目や専門選択ガイダンス 

医学部 学部 １年次 ４月 ・新入生ガイダンス 
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学部名 実施組織 対象者 実施時期 実施内容 

学部 １年次 ４月 ・新入生ガイダンス 

歯学科 ２年次 ９月 ・２年次生ガイダンス 

口腔健康科学科 ２年次 ４月 ・２年次生ガイダンス 

歯学科 ３年次 12月 ・コース配属説明会 

歯学科 ５年次 ９月 ・予備実習・臨床実習ガイダンス 

歯学部 

口腔健康科学科 ３年次 ９月 ・予備実習・臨床実習ガイダンス 

学部 １年次 ４月 ・新入生ガイダンス 

学部 ２年次 ４月 ・教務，学生生活関係ガイダンス及び安全衛生教育 

薬学部 

学部 ３年次 ４月 ・教務，学生生活関係ガイダンス 

学部 １年次 ４月 ・新入生ガイダンス 

該当類 該当年次 １月 ・グループ分けガイダンス 

類毎 該当年次 ２月，７月 ・課程分けガイダンス 

工学部 

類毎 ３年次 ３月 ・研究室配属ガイダンス 

学部 １年次 ４月 ・新入生ガイダンス 

学部 ２年次 ５月 ・コース分属説明会 

コース毎 ２年次 10月 ・コース分ガイダンス 

コース毎 ２年次 10～12月 ・教育プログラム説明会 

生物生産学部 

コース毎 ３年次 ４～９月 ・研究室配属説明会及びガイダンス 

 

研究科名 実施組織 対象者 実施時期 実施内容 

総合科学研究科 研究科 １年次 ４月・10月 ・新入生ガイダンス 

文学研究科 研究科 １年次 ４月 ・新入生ガイダンス 

教育学研究科 専攻・専修毎 １年次 ４月 ・新入生ガイダンス 

法政システム専攻 １年次 ４月 ・新入生ガイダンス 

社会経済システム専攻 １年次 ４月 ・新入生ガイダンス 

社会科学研究科 

マネジメント専攻 全在学生 ４月 ・新年度ガイダンス 

・新入生ガイダンス 

研究科 １年次 ４月 ・新入生ガイダンス 

研究科 M１・2年 ９月，２月 ・教育職員免許ガイダンス（介護等体験用）

研究科 M１・2年 12月 ・教育職員免許ガイダンス（教育実習用） 

研究科 M１・2年 ２月 ・博物館実習ガイダンス（学芸員資格取得用）

理学研究科 

専攻 M生・D生 ４月・10月頃 ・専攻内カリキュラム等ガイダンス 

先端物質科学研究科 研究科 １年次 ４月 ・新入生ガイダンス 

保健学研究科 研究科 １年次 ４月 ・新入生ガイダンス 

研究科 １年次 ４月 ・新入生ガイダンス 工学研究科 

研究室 １年次 ４月頃 ・授業履修計画に関するガイダンス 

生物圏科学研究科 研究科 １年次 ４月・10月 ・新入生ガイダンス 

研究科 １年次 ４月 ・新入生ガイダンス 

研究科教育委員会 受講者 授業第１回目 ・講義の目的や成績評価等について説明 

医歯薬学総合研究科 

研究科教育委員会 Ｍ２ 後期 ・修士論文作成等に関する説明 

国際協力研究科 研究科 １年次 ４月・10月 ・新入生ガイダンス 

研究科 １年次 ４月 ・新入生ガイダンス 

研究科 学生全員 ６月・12月 ・学生との意見交換会 

法務研究科 

研究科 2･3年次生 ９月 ・後期選択科目の履修についての事前説明 

                                                 （出典：大学での集計） 

 

参照資料 ： 別添資料７－１－①－１ 学部・研究科における履修ガイダンス別プログラム例 

                   （平成20年度実績） 

       別添資料７－１－①－２ チューターの手引き 

       別添資料７－１－①－３ 学生生活の手引 

       別添資料７－１－①－４ 平成19年度 教員免許取得を希望する理学部所属学生 

                   ガイダンスについて 

       別添資料１－２－①－１ 教養教育ガイダンス説明用資料 

 



広島大学 基準７ 

- 181 - 

 【分析結果とその根拠理由】 

 授業科目や専門，専攻等の選択時のガイダンスは，学士課程では教養教育委員会及び学士課程会議において作成

した履修ガイダンス資料等を活用して新入生を対象に実施するとともに，必要に応じて年次ごとのガイダンスも実

施している。また，大学院課程においては，新入生を対象にガイダンスを行っている。ガイダンスは，大学での学

習活動に関するルール等を習得することにより，学習への不安を解消し，さらに学習意欲の向上が図られる効果を

生んでいる。 

 以上により，授業科目や専門，専攻の選択の際のガイダンスを適切に実施している。 

 

 

観点７－１－②： 学習支援に関する学生のニーズが適切に把握されており，学習相談，助言，支援が適切に行わ

れているか。 

 

 【観点に係る状況】 

 学習支援に関する学生のニーズの把握に関する全学的な取組及び各部局の取組は，資料７-１-②-Ａに示すとおり

であり，主な取組の利用状況等は資料７-１-②-Ｂに示すとおりである。 

 全学的ニ-ズ調査については，学部学生については学生総合支援センタ-（学生生活会議）が隔年で「学生生活実

態調査－学習と学生生活アンケート－」を実施しており，大学院学生については大学院課程会議が「大学院学生生

活アンケート」を行っている（別添資料６-１-③-１，２，３）。 

 学習相談，助言，支援としては，学習支援室，ピア・サポート・ルーム，何でも相談窓口を設置して取り組んで

いる。 

 「学習支援室」では，学生の学習理解の向上を図ることを目的として補充的に学習の支援を行っている。また，

ピア・サポ-ト・ルームは，全国の国立大学で初めて設置した学生による学生のための相談窓口であり，ピア・サポ

ート養成セミナーを修了した学生（ピア・サポーター）が同じ学生という立場から相談を受ける制度である。ピア・

サポーター登録者数は資料７-１-②-Ｃに示すとおりである。 

 さらに，学生総合支援センタ-内に置かれる「何でも相談窓口」は，修学上の相談のみならず，進路・対人関係・

健康面など，学生がいつでも気軽に相談できる窓口である。それぞれの相談件数は資料７-１-②-Ｄに示すとおりで

ある。 

 これらの取組は，「学生生活の手引」に掲載し，新入生ガイダンス等において全新入生に配布している。 

 前述の「学生生活実態調査－学習と学生生活アンケート－」，「大学院学生生活アンケート」の結果では，資料７-

１-②-Ｅ及びＦに示すとおり，支援内容に90％以上が満足している状況である。また，学習支援室の利用者アンケ

-トの結果では，資料７-１-②-Ｇに示すとおり，支援内容に80％以上が満足している状況である。 

 

資料７－１－②－Ａ 全学及び学部・研究科における学習支援に関する学生のニーズの把握方法 

【学部】 

区  分 ｵﾌｨｽｱﾜｰ 
相談室・窓口

の設置 

ﾒｰﾙ・ﾒｰﾘﾝｸﾞ

ﾘｽﾄの活用 

意見箱 

の設置 

学生との 

懇談会 
アンケート その他 

全学  ○   ○ ○  

総合科学部 ○  ○ ○    

文学部 ○ ○ ○     

教育学部 ○ ○  ○    

法学部 ○   ○ ○   

経済学部 ○  ○ ○ ○ ○  

理学部  ○  ○ ○   
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区  分 ｵﾌｨｽｱﾜｰ 
相談室・窓口

の設置 

ﾒｰﾙ・ﾒｰﾘﾝｸﾞ

ﾘｽﾄの活用 

意見箱 

の設置 

学生との 

懇談会 
アンケート その他 

医学部   ○ ○    

歯学部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
○チューターとの定

期的面談 

薬学部     ○   

工学部 ○       

生物生産学部  ○  ○ ○ ○  

 

【研究科】 

区  分 ｵﾌｨｽｱﾜｰ 
相談室・窓

口の設置 

ﾒｰﾙ・ﾒｰﾘﾝｸﾞ

ﾘｽﾄの活用 

意見箱 

の設置 

学生との 

懇談会 
アンケート その他 

全学  ○   ○ ○  

総合科学研究科 ○  ○ ○ ○   

文学研究科 ○ ○ ○     

教育学研究科 ○ ○  ○    

社会科学研究科 ○  ○ ○ ○   

理学研究科  ○  ○ ○   

先端物質科学研究科  ○ ○   ○  

保健学研究科 ○   ○ ○ ○  

工学研究科      ○  

生物圏科学研究科  ○  ○  ○  

医歯薬学総合研究科   ○  ○  ○学生相談員制度 

国際協力研究科 ○ ○   ○   

法務研究科 ○   ○ ○ ○ 
○法科大学院生支援

システム(TKC)の

活用 

                                                 （出典：大学での集計） 

 

資料７－１－②－Ｂ 主な取組の利用状況（平成20 年度実績） 

【オフィスアワー】 

   利用者数は，把握していない。 

   各学部の設定状況は，別添資料７－１－②－１のとおり。 

 

【相談室・窓口】 

部局等名 利用者数(20') 備     考 

全学 ９５３名 後掲資料７－１－②－Ｄ 参照 

文学部・文学研究科 ２５名 就学相談室 

教育学部・教育学研究科 １，０９１名 就職相談資料室 

理学部・理学研究科 多数 学生支援室 

歯学部 多数 学生支援室 

生物生産学部・生物圏科学研究科 ４８２名 なんでも相談窓口 

先端物質科学研究科 １９名 学生支援室 

国際協力研究科 ５名 学生相談室 

 

【学生との懇談会】 

部局等名 参加学生数(20') 備     考 

全学 ３２名 学長と学生との意見交換会 別添資料７－１－②－２ 参照 

法学部 １７名  

経済学部 ８名  

理学部 ２６０名  

歯学部 １８名  

薬学部 １６名  

生物生産学部 ４名  

総合科学研究科 ２３名  

社会科学研究科 ３名  

理学研究科 ４０名  
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部局等名 参加学生数(20') 備     考 

保健学研究科 ５０名  

国際協力研究科 ３０名  

法務研究科 ２６名  

                                                  （出典：大学での集計） 

 

資料７－１－②－Ｃ ピア・サポーター登録者数 

区  分 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 

男性 １６  ７  ９ １０  ９ 

女性 １７ ２１ ２３ ２７ ２３ 

登録者数 

計 ３３ ２８ ３２ ３７ ３２ 

                                                  （出典：大学での集計） 

 

資料７－１－②－Ｄ 相談件数 

年度別 区   分 修学上 進 路 経済上 対 人 精神面 健康面 その他 計 

学習支援室 90 － － － － － － 90

ピア・サポート・ルーム 27 8 2 1 － 1 113 152

平成16年度 

何でも相談窓口 11 6 6 3 1 0 462 489

学習支援室 80 － － － － － － 80

ピア・サポート・ルーム 18 5 － － 8 － 23 54

平成17年度 

何でも相談窓口 16 7 0 3 1 0 415 442

学習支援室 90 － － － － － － 90

ピア・サポート・ルーム 35 2 5 － 11 － 144 197

平成18年度 

何でも相談窓口 4 15 2 1 3 0 517 542

学習支援室 92 － － － － － － 92

ピア・サポート・ルーム 32 4 3 4 － － 129 172

平成19年度 

何でも相談窓口 31 18 21 7 15 4 380 476

学習支援室 137 － － － － － － 137

ピア・サポート・ルーム 36 3 3 － － 3 97 142

平成20年度 

何でも相談窓口  52 26 29 32 30 9 496 674

                                                 （出典：大学での集計） 

 

資料７－１－②－Ｅ 「学生生活実態調査－学習と学生生活アンケート－」結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成18年度実施分 平成20年度実施分 
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資料７－１－②－Ｆ 「大学院学生生活アンケート」の結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料７－１－②－Ｇ 学習支援室の利用者アンケートの結果                     （単位：％） 

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 
項  目 

Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ 

65.5 34.5 54.6 37.7 48.9 37.8 57.6 40.2 51.1 28.5学習方法の糸口が見つか

った 100.0 92.3 86.7 97.8 79.6 

66.7 29.8 57.1 31.2 52.2 33.3 62.0 28.3 53.3 23.4授業やわからなかった事

柄が理解できた 96.5 88.3 85.5 90.3 76.7 

  ※Ａ欄は「あてはまる」，Ｂ欄は「ややあてはまる」と回答した率を示す。 

 

参照資料 ： 別添資料７－１－②－１ オフィスアワー設定状況 

       別添資料７－１－②－２ 学長と学生との意見交換会内容 

       別添資料６－１－③－１ 広島大学学生生活実態調査の概要報告書 

       別添資料６－１－③－２ 平成20年度学生生活実態調査報告書 

       別添資料６－１－③－３ 平成19年度広島大学大学院学生生活アンケート集計結果 

       別添資料７－１－①－３ 学生生活の手引 

 

 【分析結果とその根拠理由】 

 学習支援に関する学生のニーズ把握については，全学的な取組として学生総合支援センター（学生生活会議），大

学院課程会議，キャリアセンターがそれぞれ「学生生活実態調査－学習と学生生活アンケート－」，「大学院学生生

活アンケート」等によって学生のニーズを把握するとともに，各部局においても学生のニーズ把握に努めている。 

 学習相談，助言，支援としては，全学的な取組として，学習支援室，ピア・サポート・ルーム，何でも相談窓口

を設置している。また，学部ではチューター制度により学生一人に対し複数の教員をチューターとして配置し，学

部・学科・類・専攻・コースごとに大学生活全般を指導している。なお，多くの部局でオフィスアワー制を採用し

学習指導や助言に当たっている。 

 これらの取組は，「学生生活の手引」に掲載し，広く学生に周知している。 

 また，学生アンケートの結果では，支援内容に90％以上が満足している状況であり，学習支援室の利用者アンケ

ートの結果においても，支援内容に80％以上が満足している状況である。 

 以上により，学習支援に関する学生のニーズを適切に把握し，学習相談，助言を適切に行っている。 

 

 

観点７－１－③： 通信教育を行う課程を置いている場合には，そのための学習支援，教育相談が適切に行われて

いるか。 

 該当なし 
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観点７－１－④： 特別な支援を行うことが必要と考えられる学生への学習支援を適切に行うことのできる状況に

あるか。また，必要に応じて学習支援が行われているか。 

 

 【観点に係る状況】 

 特別な支援を行うことが必要と考えられる学生としては，留学生，社会人学生及び障害学生が想定され，その在

籍者数は，資料７-１-④-Ａに示すとおりである。それぞれの学生への対応は，資料７-１-④-Ｂ及び資料７-１-④-

Ｃに示すように，全学及び各部局において行っている。 

 留学生からの相談件数は，資料７-１-④-Ｄに示すとおりであり，同様の支援を求めている留学生のために対応し

た内容をウェブぺージ（http://www.iie.hiroshima-u.ac.jp/index.html）で公開している。社会人学生を対象とし

た長期履修制度又は教育方法の特例の活用学生数は，資料７-１-④-Ｅに示すとおり，制度を活用している学生は多

い。また，障害学生に対する学生支援の活用状況は資料７-１-④-Ｆに示すとおり，活用している学生が多い。 

 

資料７－１－④－Ａ 留学生，社会人学生等の在籍者数 

区 分 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 

男  ４６  ４９  ４４  ４２  ４２ 
学部 

女  ２４  ２９  ３２  ２７  ２９ 
男 ２８３ ２６７ ２６０ ３０９ ３６３ 

研究科 
女 ２３９ ２３６ ２４３ ２６３ ３４０ 
男  ４４  ４９  ４９  ６７  ６７ 

研究生 
女  ５３  ３７  ６１  ８０  ７５ 
男  ２６  ２３  １９  ２０  １８ 

特別聴講学生等 
女  １７  ３０  ３０  ２７  ３３ 
男  １０   ７  １２   ６   ５ 

日本語研修生 
女   ４   ０   ５   １   ２ 
男 ４０９ ３９５ ３８４ ４４４ ４９５ 
女 ３３７ ３３２ ３７１ ３９８ ４７９ 

留 

 

学 

 

生 

計 
計 ７４６ ７２７ ７５５ ８４２ ９７４ 

                                                  （出典：広島大学案内） 

 

区 分 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 

男  １６１  １８１  １９２  １９７   １９９ 修士課程・ 

博士課程前期 女  １３３   １２８   １４９   １３６   １２７ 

男  ４７２   ４６１   ４８６   ５０９   ５０５ 博士課程後期 

・博士課程 女  １７４   ２００   ２１８   ２４０   ２５８ 

男   ３９    ４３    ４０    ３５    ２７ 

研 

究 

科 

専門職学位課程 
女   １３    １３    １４    １７    １６ 
男  ６７２   ６８５   ７１８   ７４１   ７３１ 
女  ３２０   ３４１   ３８１   ３９３   ４０１ 

社 

会 

人 

学 

生 
計 

計  ９９２ １，０２６ １，０９９ １，１３４ １，１３２ 

  ※ 学部については，調査していないため記載していない。                    （出典：学校基本調査） 

 

区 分 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 

男  ７  ８  ８  ６  ５ 
学部 

女  ５  ４  ４  ６  ５ 
男  ３  ３  ２  ３  ４ 

研究科 
女  ０  ０  ０  ０  １ 
男 １０ １１ １０  ９  ９ 
女  ５  ４  ４  ６  ６ 

障 

害 

学 

生 計 
計 １５ １５ １４ １５ １５ 

  ※定義： 「障害学生」とは，身体等に障害があり，障害者手帳を有する者又はそれに準ずる障害があることを示す診断書を有する

者で，本人が支援を受けることを希望し，かつ，その必要性が認められたものを示す。 

                                                  （出典：大学での集計） 
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資料７－１－④－Ｂ 全学における留学生，社会人学生等への学習支援の状況 

区 分 支 援 内 容 

説明 
 新入留学生オリエンテーション時に，留学生に対する指導・相談体制について，別添資料７－１

－④－１を配布し，説明している。 

ウェブページ 
 ウェブページにおいて，「留学生向け・インフォメーション」として，相談等の内容を公開して

いる（別添資料７－１－④－２参照）。 

留学生指導教員  別添資料７－１－④－３のとおり，各研究科に定めている。 

チューター制度 
 外国人留学生チューター制度実施要項（別添資料７－１－④－４）に基づき，別添資料７－１－

④－５のとおりチューターを定めている。 

留学生 

外国語による情

報提供 

 学生情報システム「もみじ」に，別添資料７－１－④－６のとおり英語を並記して情報を提供し

ている。 

長期履修制度 

 学生が，職業を有している等の事情により，修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育

課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは，当該学部において支障のない場合に限

り，その計画的な履修(長期履修)を認めることができることとして，広島大学通則第 22 条及び広

島大学院規則第32条に定めている。 
社会人 

教育方法の特例 
 大学院においては，長期履修のほか，教育方法の特例を活用して，夜間その他特定の時間又は時

期において授業又は研究指導を行っており，広島大学大学院規則第28条に規定している。 

試験等における

特別措置 

 本学では，身体等に障害のある者を受け入れ，就学等の支援を積極的に行うという理念に基づき，

本学において身体等に障害のある学生を入学前から卒業に至るまで支援する体制を整備し，その支

援を円滑に実施するために必要な事項を定めた，「広島大学障害学生の就学等の支援に関する規則」

を制定している（別添資料７－１－④－８）。 

 本規則では，入学試験等に関する相談体制，試験等に関する特別措置等について定め，必要な事

項は別添資料７－１－④－９及び別添資料７－１－④－10のとおり，指針を定め，障害学生の学習

支援を実施している。 

相談窓口 

 アクセシビリティセンターにおいて，身体等の障害により，「見えない」「聞こえない」「筆記が

困難」「移動が困難」など，修学上の困難を感じている学生の相談窓口を行い，講義の要約筆記を

するノートテイクや板書をノートに取るノート作成などの学生の学習支援も行っている。 

 アクセシビリティセンターには，専任の教職員がいて，様々な相談に応じている。 

障害学生 

情報機器による

支援 

 最新の情報技術を上手に利用することで，修学上の様々な困難が改善することとして，アクセシ

ビリティセンターでは，障害の特性や程度にあわせて利用することができるコンピュータや，支援

に必要となる様々な情報支援機器が用意し，活用されている。 

                                                  （出典：大学での集計） 

 

資料７－１－④－Ｃ その他，学部・研究科における留学生，社会人学生等への学習支援の状況 

【留学生】 

学部名 
外国語による時間割， 

シラバス等の提供 

留学生対象 

の親睦会 

留学生相談日

の設定 

ＴＡによる 

個人的指導 
その他 

総合科学部 ○ ○    

教育学部  ○ ○   

法学部  ○ ○  ○留学生のための日本語添削

経済学部  ○    

理学部    ○  

医学部  ○    

工学部  ○    

 

研究科名 
外国語による時間割， 

シラバス等の提供 

留学生対象 

の親睦会 

留学生相談日

の設定 

ＴＡによる 

個人的指導 
その他 

総合科学研究科 ○ ○    

文学研究科  ○    

教育学研究科 ○ ○ ○   

社会科学研究科  ○ ○  ○留学生のための日本語添削

先端物質科学研究科 ○     

工学研究科 ○ ○ ○ ○  

生物圏科学研究科 ○ ○  ○  

医歯薬学総合研究科 ○ ○ ○   

国際協力研究科 ○ ○ ○   
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【社会人】 

学部名 指導教員による個別指導 

文学部 ○ 

法学部 ○ 

経済学部 ○ 

 

研究科名 複数指導教員による学習支援 指導教員による個別指導 メール等を利用した遠隔指導 その他 

総合科学研究科 ○ ○ ○  

文学研究科 ○ ○   

教育学研究科 ○ ○ ○  

社会科学研究科 ○ ○  
○マネジメント専攻
  土曜日開講 

理学研究科 ○ ○ ○  

先端物質科学研究科 ○ ○ ○  

保健学研究科 ○ ○ ○  

工学研究科 ○ ○ ○  

生物圏科学研究科 ○ ○ ○  

医歯薬学総合研究科 ○ ○ ○  

国際協力研究科 ○ ○ ○  

法務研究科 ○ ○ ○  

                                                  （出典：大学での集計） 

 

資料７－１－④－Ｄ 留学生からの相談件数 

区   分 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 

相談件数 修学上 ３２４ ２４５ ２７８ １３９ ９８ 

 進路 １１２ ５７ ８９ ４５ ７８ 

 経済上 １４３ １５８ １７７ １２０ ８７ 

 対人関係 ５５ ２３ ７７ ２８ ２４ 

 健康面 ３４ １８ ２０ ３９ ８ 

 その他 ６７ ８９ ２９ ３６ ５８ 

 計 ７３５ ５９０ ６７０ ４０７ ３５３ 

                                          （出典：大学での集計） 

 

資料７－１－④－Ｅ 長期履修制度又は教育方法の特例の活用学生数（大学院学生） 

区   分 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 

活用学生数 １３ ２９ ２１ ４５ ３０ 長期履修制度 

活用率 1.47％ 2.92％ 2.05％ 4.10％ 2.65％ 
活用学生数 ８８６ ９９２ １，０２６ １，０９７ １，１３４ 教育方法の特例 

活用率 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 
                                          （出典：大学での集計） 

 

資料７－１－④－Ｆ 障害者学生に対する学習支援の活用状況 

区   分 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 

試験等における特別措置(申請件数) ２３件 １９件 １８件 １４件 １３件 

情報機器の利用者数 － １０名 １５名 １３名 １２名 

情報機器の貸出件数 － ２０件 ２７件 １９件 ２１件 

                                            （出典：大学での集計） 

 

参照資料 ： 別添資料７－１－④－１ 留学生に対する指導・相談体制 
       別添資料７－１－④－２ ホームページでの公開内容 
       別添資料７－１－④－３ 留学生専門教育教員等名簿 
       別添資料７－１－④－４ 広島大学外国人留学生チューター制度実施要項 
       別添資料７－１－④－５ チューター一覧 
       別添資料７－１－④－６ 外国語による情報提供内容 
       *別添資料７－１－④－７ 広島大学長期履修の取扱いに関する細則 
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       *別添資料７－１－④－８ 広島大学障害学生の就学等の支援に関する規則 
       *別添資料７－１－④－９ 身体等に障害のある者の入学者選抜及び就学等に関する相談の指針 
       *別添資料７－１－④－10 身体等に障害のある学生に対する試験等における特別措置について 

  ＊ 別添資料７－１－④－７～10については，広島大学公式ウエブサイト「広島大学規則集」を参照してください。 

    （http://home.hiroshima-u.ac.jp/~houki/reiki/aggregate/catalog/index.htm） 

 

 【分析結果とその根拠理由】 

 留学生への学習支援は，留学生センターと各部局が連携して対応している。社会人学生に対しては，複数指導教

員による学習支援，長期履修制度の導入，教育方法の特例の導入等，学生のニーズに沿った取組を実施している。 

 また，障害学生については，アクセシビリティセンターを相談窓口として，講義の要約筆記をするノートテイク

や板書をノートに取るノート作成支援，情報機器による学習支援，試験等における特別措置を実施するなど，入学

前から卒業に至るまでの支援体制を整備している。 

 以上により，特別な支援を行うことが必要と考えられる学生への学習支援を適切に行うことのできる状況にあり，

必要に応じた学習支援を行っている。 

 

 

観点７－２－①： 自主的学習環境が十分に整備され，効果的に利用されているか。 

 

 【観点に係る状況】 

 学生の自主的な学習を支援するために，資料７-２-①-Ａに示すとおり，図書館，情報端末室及びマルチメディア

外国語自習室を開放し，学生の授業前後の学習活動に配慮している。また，資料７-２-①-Ｂ～Ｃに示すとおり，各

学部・研究科においても教室等を開放し，正課の授業外の学習活動に効果的に運用している。 

 さらに，全学的な取組として，情報機器やネットワークを活用して情報やデータを取り扱うための基本的な知識

や能力の向上をめざして，情報ネットワークへのアクセス環境の整備やｅラーニングコンテンツの充実を図ってい

る。その一環として，学生や教職員がキャンパスの内外で，「いつでも」「どこでも」容易に情報ネットワークを利

用できるようにするために，資料７-２-①-Ｄに示す取組を行っている。 

 各施設の利用状況は資料７-２-①-Ｅに示すとおりである。 

 また，「学生生活実態調査－学習と学生生活アンケート－」，「大学院学生生活アンケート」の結果では，資料７-

２-①-Ｆ及びＧに示すとおり，自主的学習環境を含めた施設・教育機材等，情報化に対する大学の対応について，

80％以上が満足している状況である。 

 

資料７－２－①－Ａ 開放施設 

【図書館】 
利用時間帯 

授業期 休業期 名  称 座席数 

平日 土曜日 日曜日 平日 土・日曜日 

中央図書館 1,093 8:30～22：00 10:00～18:00 
8:30～22:00 

(8/6～9/15,3月は-17:00) 

10:00～18:00 

(8/6～9/15,3月は閉館)

東図書館   240 

西図書館   378 
8:30～21:00 10:00～17:00 閉館 8:30～17:00 閉館 

霞図書館   212 8:30～22:00 9:45～19:15 8:30～22:00 
9:45～19:15 

(8月は閉館) 

東千田図書館    86 8:30～22:00 12:00～22:00 閉館 8:30～21:00 
8-9土曜のみ 

13:00～19:00 

 ※図書館の整備状況は後掲資料８－２－①－Ａ～Ｄのとおり                 （出典：学生生活の手引 P18-20） 
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【情報端末室】 

名  称 キャンパス 設置場所 端末台数 利用時間 

情報メディア教育研究センター本館２階

教育研究用端末室 

93 平日，土曜 8:30～22:00 

西図書館２階メディアセンター 

演習室 

94 平日 8:30～20:45 

土曜 8:45～16:45 

東広島 

総合科学部Ｊ棟３階 Ｊ３０５号室 60 授業での利用のみ 

医学部基礎講義棟１階 

霞端末室 

41 平日，土日祝日 

 8:00～22:00 

霞 

医学部基礎講義棟１階 

情報演習室 

108 平日，土日祝日 

 8:30～22:00 

総合校舎Ａ棟１階 

計算機室１ 

30 月～土 8:30～22:00 

教育用情報処理端末室 

東千田 

共用施設Ｂ棟１階 

計算機室２ 

35 授業での利用のみ 

情報メディア教育研究センター本館２階

オープンスペース 

41 平日，土日祝日 

 8:30～22:00 

西図書館２階 メディアセンター 

マルチメディア工房 

20 平日 8:30～20:45 

土曜 8:45～16:45 

西図書館３階 メディアセンター 

マルチメディアフロア 

235 

西図書館３階 メディアセンター 

マルチメディアフロア 外国語学習施設 

16 

西図書館３階 メディアセンター 

マルチメディアフロア グループ学習室 

16 

平日 8:30～20:45 

土曜 10:00～16:45 

※西図書館閉館日利用不可 

中央図書館 ２階 10 

オープンスペース 東広島 

中央図書館 ３階 10 

中央図書館開館日・時間 

【マルチメディア外国語自習室】 

名  称 ｷｬﾝﾊﾟｽ 設置場所 内容 利用時間 

マルチメディア 

外国語自習室 

東広島 総合科学部 J101 （コンピュータ学習コーナー） 

学生用 18台 

教師用  1台 

サーバー 1台 

（海外衛星放送・ビデオ・オーディオコーナー） 

衛星放送受信ブース機器 

 VHSビデオデッキ (各ブース 1台) 

 カセットテープレコーダー (各ブース 1台) 

衛星放送受信チャンネル 

授業期間中 

平日 10:00～19:00 

土曜 12:00～17:00 

                                                 （出典：大学での集計） 

 

資料７－２－①－Ｂ 各学部の自習室の確保状況 

学部名 各学部の取組状況 

総合科学部 ・15の教室を授業以外の目的で学生が使用できるように「広島大学総合科学部教室使用要領」を制定 
・所属教育プログラムが決まっていない１年次生の勉学・ミーティングのために学生研究室を１部屋整備 
・２年次生以上の学生研究室は，各教育プログラムが提供 
・教育プログラムによって，希望する学生に一人につき１台のノート・パソコンを充実したソフトとともに貸与

文学部 ・各専門分野の研究室に自学自習が可能な図書や情報機器を備え，大学院学生とともに学習活動が可能 

教育学部 ・端末室を８時30分から21時30分まで学生に開放 
・長期休業期間中の学生の主体的な学習の場を保証するため，中央図書館閉館後も講義室1室を開放 
・学生の自主的なグループ学習の場としてセミナー室等を開放 

法学部 ・全学の図書館とは別に，「資料室」で専門科目の履修に必要な文献やデータベースが授業期間中は午後７時ま
で利用可能 

・講義室使用要領を定め，学生の講義室使用を許可 
・授業期間外，図書館閉館後を中心に，自習室として学生に講義室１室を開放 

経済学部 ・経済学部内に端末44台を配置する学生用計算機室を整備（授業期間中の9：00～17：00開室） 
・全学の図書館とは別に，「資料室」で専門科目の履修に必要な文献やデータベースが授業期間中は午後７時ま
で利用可能 
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学部名 各学部の取組状況 

・講義室使用要領を定め，学生の講義室使用を許可 
・授業期間外，図書館閉館後を中心に，自習室として学生に講義室１室を開放 

理学部 ・学部として２か所の自習スペース（面積:77.3㎡）を整備 
・各学科において，自習室，図書室，計算機室等を独自に整備 

医学部 ・霞キャンパスの学部学生及び大学院学生を対象として，テュートリアル室（15室）を自習室として開放 
 （午前8時から午後10時：授業等で使用していない時） 
・保健学科では，自習室３室を設置（午前７時から午後10時まで開放） 
・授業等で使用されていない講義室の使用も可能 

歯学部 ・チュートリアル室10室と講義室の空き時間を学生の自習室として開放 

薬学部 ・霞地区に医歯薬共通で，コンピュータ端末を150台程度設置 

工学部 ・工学研究科・工学部学生自習室(1室)を9:00から17:00まで学生に開放 
・工学部教育用コンピュータ室を3室設置し，8:30から21:00まで開室（講義でも利用） 
・専攻や講座等で学生の研究室を整備 

生物生産学部 ・学部ロビー内に自習用机と農学系の雑誌や農業関係の新聞，インターンシップ関連の本を配架し，無線LAN
のアクセスポイントを設置 

・学部内に端末37台を配置する情報処理教育室を整備し，授業等で使用していない時間に使用可能。 
・講義室使用要領を定め，学生の講義室使用を許可。 

                                             （出典：各学部の自己点検・評価） 

資料７－２－①－Ｃ 各研究科の自習室の確保状況 

研究科名 各研究科の取組状況 

総合科学研究科 ・コア科目等の授業の準備等で自由に利用できる研究室を１部屋整備 

・10台のパソコンを貸し出し 

・ネットワークへのアクセスも可能な院生研究室を整備 

文学研究科 ・各専門分野の研究室に自学自習が可能な図書や情報機器を整備 

教育学研究科 ・専攻や専修毎に学生研究室を整備 

社会科学研究科 ・院生研究室及び院生控室を整備（東広島キャンパスに院生研究室18室，東千田キャンパスに院生控室1

室） 

・院生研究室，院生控室にPC・プリンター等を整備し，自学自習の場を提供 

・全学の図書館とは別に，「資料室」を整備し，授業期間中は午後７時まで利用可能 

理学研究科 ・各専攻内に大学院学生研究室を整備 

・研究科として２か所の自習スペース（面積:77.3㎡）を整備（利用時間8:30～20:00） 

先端物質科学研究科 ・院生研究室の整備(H16 880㎡，H17 880㎡，H18 880㎡，H19 908㎡，H20 1,002㎡) 

・無線LANの配備（H18 10件，H19 ５件，H20 ６件） 

・休日・夜間等に院生研究室を利用できるカードキーを配付 

 （H16 280枚，H17 290枚，H18 289枚，H19 282枚，H20 292枚） 

保健学研究科 ・院生研究室(一般学生対象)や社会人院生研究室(社会人対象)を整備し，個別の机と書棚や書簡庫を提供 

・IPアドレスが提供されIP環境を整備 

工学研究科 ・工学研究科・工学部学生自習室(1室)を9:00から17:00まで学生に開放 

・専攻や講座等で学生の研究室を整備（学生用の研究スペース確保） 

生物圏科学研究科 ・全ての大学院学生に狭隘ながら部屋を整備して，個別の机等を提供 

・学部ロビー内に自習用机と農学系の雑誌や農業関係の新聞，インターンシップ関連の本を配架し，無線LAN

のアクセスポイントを設置 

・学部内に端末37台を配置する情報処理教育室を整備し，授業等で使用していない時間に使用可能。 

・講義室使用要領を定め，学生の講義室使用を許可。 

医歯薬学総合研究科 ・大（50名程度用），中（15名程度用），小（10名程度用）のセミナー室をそれぞれ２，２，15室設置 

国際協力研究科 ・大学院学生，研究生全員にネットワークのアクセスも可能な院生研究室を割り当て，各自に机，椅子，端

末を提供 

・院生研究室として一人あたり３㎡以上のスペースを確保 

・研究科独自の図書室，情報端末室を整備 

法務研究科 ・院生及び法務研修生向けの自習室５室を設置（計263台の学習机を設置，うち18台には共用のPCを設置）

・各室内は，学生のニーズに対応して様々な形態で学習机を配置し，自習机のほかに，個人用ロッカー，書

架などを設置 

・各自習机にはコンセントを配置したほか，無線LANを配置し，個人のPCからも情報ネットワークに接続

可能 

・学生の利便性に考慮して，利用時間を午前７時から午後11時30分までとして運用 

                                            （出典：各研究科の自己点検・評価） 
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資料７－２－①－Ｄ 情報ネットワークを利用できるようにするための活動状況 

○特に新入生を対象に，情報アクセスや情報活用手段としてのパソコンの所有と，自宅でのインターネット接続を推奨する。 

  新入生のパソコンの所有率 

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 

60.0 ％ 未調査 65.0 ％ 72.9 ％ 

                         （出典：新入生ガイダンス直後調査） 

 

○講義室や実習室，図書館，学生食堂や課外活動施設などのキャンパス内の各所からネットワークが簡単に利用できるよう，無線

LANアクセスポイントを整備する。 

  無線LANアクセスポイントの整備状況 

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 

５箇所 ８箇所 ９箇所 16箇所 ３箇所 

教育学部 

経済学部 

工学部 

生物生産学部 

図書館 

西1・2福利 

北1・2福利 

東福利 

大学会館 

学士会館 

法人本部会議室 

医学部 ７箇所 

歯学部 ２箇所 

文学研究科 ４箇所

中央図書館 ４箇所

東図書館  ２箇所

課外活動施設６箇所

薬学部 ３箇所 

                                            （出典：大学での集計） 

 

○学生を対象にした情報セキュリティ教育の実施 

  情報セキュリティ教育の実施状況 

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 

・新入生全員対象 

 情報メディア教育研

究センターガイダンス 

・新入生全員対象 

 情報メディア教育研

究センターガイダンス

・新入生全員対象 

 情報メディア教育研

究センターガイダンス

・新入生全員対象 

 情報メディア教育研

究センターガイダンス

・新入生全員対象 

 情報メディア教育研

究センターガイダンス

 ・新入生対象 

 情報活用演習 

 (セキュリティ教育)

 

 受講者 1,500人 

・新入学生向けｅラー

 ニング「オンライン

 情報セキュリティ講

 座2005」 

 受講者 1,505人 

・新入学生向けｅラー

 ニング「オンライン

 情報セキュリティ講

 座2007」 

 受講者 1,493人 

・新入学生向けｅラー

 ニング「オンライン

 情報セキュリティ講

 座2007」 

 受講者 1,370人 

                                            （出典：大学での集計） 

 

資料７－２－①－Ｅ 各施設の利用状況 

【図書館】 

区   分 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 

貸出者数（学生） 39,137 38,732 36,229 34,891 37,048中央図書館 

 〃 冊数 88,523 86,802 80,280 77,852 81,044

貸出者数（学生） 10,977 10,642 9,510 9,411 8,998東図書館 

 〃 冊数 21,816 20,947 18,414 18,665 17,793

貸出者数（学生） 17,455 17,784 16,927 17,052 16,915西図書館 

 〃 冊数 32,712 32,949 31,484 31,652 31,440

貸出者数（学生） 11,315 11,177 10,573 10,665 6,111霞図書館 

 〃 冊数 19,881 19,972 18,559 19,050 19,493

貸出者数（学生） 2,607 3,259 3,065 3,463 3,952東千田図書館 

 〃 冊数 5,220 6,444 6,272 6,908 7,697

貸出者数（学生） 81,491 81,594 76,304 75,482 73,024
計 

 〃 冊数 168,152 167,114 155,009 154,127 157,467

 

【教育用情報処理端末室】 

名  称 区  分 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

延利用者数 39,770 44,808 43,397 51,530 30,624情報メディア教育研究センター 

本館２階 教育研究用端末室 93台 １回当平均利用時間 1:15 1:15 1:19 1:21 1:26

延利用者数 89,949 71,380 70,435 59,558 47,362情報メディア教育研究センター 

西図書館２階 演習室 94台 １回当平均利用時間 0:38 0:44 0:47 0:49 0:52

延利用者数 6,331 9,217 8,345 6,980 7,165総合科学部 Ｊ棟３階 

J305号室 60台 １回当平均利用時間 1:02 0:58 1:08 1:03 1:09
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名  称 区  分 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

延利用者数 45,756 47,302 54,598 60,006 59,638医学部 基礎講義棟１階 

第１情報端末室 41台 １回当平均利用時間 0:28 0:42 0:46 0:47 0:48

延利用者数 － 20,277 20,880 23,978 19,162東千田 総合校舎Ａ棟１階 

計算機室１ 30台 １回当平均利用時間 － 0:43 0:50 0:57 0:58

延利用者数 － 3,017 2,485 2,677 2,371東千田 総合校舎Ａ棟１階 

計算機室１ 35台 １回当平均利用時間 － 1:15 1:15 1:15 1:16

 

【オープンスペース】 

名  称 区  分 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

延利用者数 59,252 87,442 81,929 61,684 68,361情報メディア教育研究センター 

本館２階 オープンスペース 41台 １回当平均利用時間 0:50 0:57 1:01 1:01 1:03

延利用者数 7,045 6,821 6,920 7,016 5,326情報メディア教育研究センター 

西図書館２階 

マルチメディア工房 20台 １回当平均利用時間 0:48 0:44 0:43 0:54 0:40

延利用者数 166,789 243,074 238,202 219,164 199,432情報メディア教育研究センター 

西図書館３階 

マルチメディアフロア 235台 １回当平均利用時間 0:31 0:42 0:47 0:50 0:50

延利用者数 70,866 4,937 3,603 2,569 1,437
情報メディア教育研究センター 

西図書館３階 

マルチメディアフロア 

外国語学習施設 16台 
１回当平均利用時間 1:03 2:00 2:14 2:25 1:57

延利用者数 － 1,068 1,714 1,140 482情報メディア教育研究センター  

図書館３階 

マルチメディアフロア 

グループ学習室 16台 
１回当平均利用時間 － 0:56 1:12 1:12 1:04

延利用者数 53,730 45,238 40,093 35,603 35,149中央図書館 ２階 10台 

１回当平均利用時間 0:19 0:27 0:30 0:32 0:34

延利用者数 26,223 28,849 25,276 22,393 21,298中央図書館 ３階 10台 

１回当平均利用時間 0:18 0:29 0:35 0:37 0:41

 

【マルチメディア外国語自習室】 

名  称 区  分 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

PC 234 1,485 1,927 610 464延利用者数 

AV 339 325 153 66 69

PC 0:40 0:51 0:53 1:07 1:08

マルチメディア外国語自習室 

総合科学部 J101 

PC(18台) 

AV( 9台) 
１回当平均利用時間

AV 0:46 0:53 0:50 0:45 0:40

                                                 （出典：大学での集計） 

 

資料７－２－①－Ｆ 「学生生活実態調査－学習と学生生活アンケート－」結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成18年度実施分（施設・教材等） 平成20年度実施分（施設・教材等） 
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資料７－２－①－Ｇ 「大学院学生生活アンケート」の結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参照資料 ： 別添資料６－１－③－１ 広島大学学生生活実態調査の概要報告書 
       別添資料６－１－③－２ 平成20年度学生生活実態調査報告書 
       別添資料６－１－③－３ 平成19年度広島大学大学院学生生活アンケート集計結果 
       別添資料７－１－①－３ 学生生活の手引 

平成18年度実施分（情報化への対応） 平成20年度実施分（情報化への対応） 
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 【分析結果とその根拠理由】 

 自主的学習環境を整備する取組として，自習専用の部屋の整備，講義室・演習室等の既存施設の開放，情報機器

室の整備，情報ネットワークが利用できる環境整備を行い，各施設は活発に利用されている。 

 また，学生アンケートの結果において，自主的学習環境を含めた施設・教育機材等，情報化に対する大学の対応

について，80％以上が満足している状況である。 

 以上により，自主的学習環境を十分に整備し，効果的に利用している。 

 

 

観点７－２－②： 学生のサークル活動や自治活動等の課外活動が円滑に行われるよう支援が適切に行われている

か。 

 

 【観点に係る状況】 

 「課外活動は教育の一環である」との指針（平成12年７月評議会決定：別添資料７-２-②-１）に基づき，課外

活動を教育の重要な要素として捉え，活動を活性化するために組織的な支援を行っている。 

 学生のサークルは，資料７-２-②-Ａに示すとおり232団体あり，別添資料７-２-②-２から４に示すとおり，各

サークルからの要望について物品購入助成等の支援を行っている。特に体育施設等については体育施設等長期整備

計画を策定し，定期的に施設パトロール（実地視察）を行うことで的確な施設の維持・管理を行っている。 

 また，体育会，音楽協議会等の代表者と理事・副学長（教育担当）との懇談会を開催し，学生からの要望及び支

援について意見交換を行っている。 

 さらに，課外活動の活性化策として，サークルリーダー育成のためのスポーツリーダーズセミナー，サウンドク

リエーターズセミナーの実施や教職員に対して「指導者人材バンク登録」の募集も行っている（別添資料７-２-②-

５，６）。 

 課外活動施設のキャンパスごとの整備状況は，資料７-２-②-Ｂのとおりである。さらに，東広島キャンパスから

約３km の位置に西条総合運動場を備え，陸上競技場，野球場，サッカー・ラグビー場，テニスコート12 面を設け

ている。隣接する広島大学西条共同研修センターを合宿に利用することもできる。それぞれの施設の配置状況，利

用時間等については，学生生活の手引（別添資料７-１-①-３ P15-17，P25-31）のとおりである。 

 「学生生活実態調査－学習と学生生活アンケート－」，「大学院学生生活アンケート」の結果では，資料７-２-②-

Ｃ及びＤに示すとおり，大学会館等の課外活動施設及び合宿施設の充実度について，90％程度が満足している状況

である。 

 

資料７－２－②－Ａ 課外活動団体一覧（平成２０年度） 

団 体 名 団体数 

体育会  ４４ 

音楽協議会  １３ 

文化サークル連合  １０ 

文化サークル団体連合  １８ 

東広島キャンパスその他の団体（体育系）  ５９ 

     同        （文化系）  ３７ 

霞キャンパスの団体（体育系）  ２５ 

     同   （文化系）  １２ 

東千田キャンパスの団体  １４ 

合 計 ２３２ 

 ※詳細は，http://www.hiroshima-u.ac.jp/top/kyoiku/circle/index.html 参照 

                    （出典：大学での集計） 
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資料７－２－②－Ｂ 課外活動施設の整備状況 

東広島キャンパス 霞キャンパス 東千田キャンパス 

体育館，グランド，テニスコート，エスキーテニスコート，屋外プー

ル，弓道場，相撲場，アーチェリー場，野球場，乗馬・厩舎，課外活

動共用施設，大学会館 

体育館，テニスコート，弓道場 体育館 

                                            （出典：学生生活の手引 P15-17） 

 

資料７－２－②－Ｃ 「学生生活実態調査－学習と学生生活アンケート－」結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料７－２－②－Ｄ 「大学院学生生活アンケート」の結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参照資料 ： 別添資料７－２－②－１ 平成12年７月評議会議事録（要録） 

       別添資料７－２－②－２ 平成20年度 購入希望助成物品一覧 

       別添資料７－２－②－３ 平成19年度 副学長との懇談会対応資料 

       別添資料７－２－②－４ 体育施設等長期整備計画 

       別添資料７－２－②－５ 平成20年度（第54回）スポーツリーダーズセミナー実施計画 ほか

       別添資料７－２－②－６ 「指導者人材バンク登録」募集案内 

       別添資料６－１－③－１ 広島大学学生生活実態調査の概要報告書 

       別添資料６－１－③－２ 平成20年度学生生活実態調査報告書 

       別添資料６－１－③－３ 平成19年度広島大学大学院学生生活アンケート集計結果 

       別添資料７－１－①－３ 学生生活の手引 

 

 【分析結果とその根拠理由】 

 課外活動が円滑に行われるよう，体育施設等長期整備計画に基づき計画的に施設整備を行うとともに，各サーク

ルに対する助成物品等による活動支援やサークルリーダー育成のためのスポーツリーダーズセミナー，サウンドク

リエーターズセミナーの実施ならびに教職員に対する「指導者人材バンク登録」募集を行っている。 

 さらに，課外活動施設をキャンパスごとに整備するとともに，中国・四国地区の基幹大学として中四国の国立大

学共同利用施設（西条共同研修センター）及び西条総合運動場を管理・運営し，県内・県外の学生を含め広く学生

平成18年度実施分（大学会館，合宿施設） 平成20年度実施分（大学会館，合宿施設） 
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への支援を行っている。 

 学生アンケートの結果では，大学会館等の課外活動施設及び合宿施設の充実度について，90％程度が満足してい

る状況である。 

 以上により，学生のサークル活動や自治活動等の課外活動が円滑に行われるよう適切な支援を行っている。 

 

 

観点７－３－①： 生活支援等に関する学生のニーズが適切に把握されており，健康，生活，進路，各種ハラスメ

ント等に関する相談・助言体制が整備され，適切に行われているか。 

 

 【観点に係る状況】 

 学生生活等の改善・充実に役立てるための生活支援等に関する学生のニーズ把握については，資料７-３-①-Ａに

示すとおり，全学及び各部局で取り組んでいる。また，学生の各種相談については，資料７-３-①-Ｂに示すように，

対応体制を整備している。 

 これらの取組は，「学生生活の手引」に掲載し，新入生ガイダンス等において全新入生に周知している。 

 各取組の利用状況は前掲資料７-１-②-Ｂ，７-１-②-Ｄ，７-１-④-Ｄ及び７-３-①-Ｃに示すとおりである。 

 「学生生活実態調査－学習と学生生活アンケート－」，「大学院学生生活アンケート」の結果では，特に利用者の

多い保健管理センタ-の対応について，資料７-３-①-Ｄ及びＥに示すとおり，利用者の90％以上が満足している状

況である。また，キャリアセンター利用者アンケートの結果では，資料７-３-①-Ｆに示すとおり，利用者全員が「目

的が達成できた」と回答している状況である。 

 

資料７－３－①－Ａ 全学及び学部・研究科における生活支援等に関する学生のニーズの把握方法 

【学部】 

区  分 ｵﾌｨｽｱﾜｰ 
相談室・窓口

の設置 

ﾒｰﾙ・ﾒｰﾘﾝｸﾞ

ﾘｽﾄの活用 

意見箱 

の設置 

学生との 

懇談会 
アンケート その他 

全学  ○  ○ ○ ○  

総合科学部 ○  ○ ○    

文学部 ○ ○ ○     

教育学部   ○ ○ ○ ○  

法学部 ○  ○ ○ ○   

経済学部 ○  ○ ○ ○   

理学部  ○  ○ ○   

医学部   ○ ○    

歯学部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
○チューターとの定

期的面談 

薬学部     ○   

工学部     ○   

生物生産学部  ○  ○ ○ ○  

【研究科】 

区  分 ｵﾌｨｽｱﾜｰ 
相談室・窓

口の設置 

ﾒｰﾙ・ﾒｰﾘﾝｸﾞ

ﾘｽﾄの活用 

意見箱 

の設置 

学生との 

懇談会 
アンケート その他 

全学  ○  ○ ○ ○  

総合科学研究科 ○  ○ ○    

文学研究科 ○ ○ ○     

教育学研究科   ○ ○ ○ ○  

社会科学研究科 ○  ○ ○ ○   

理学研究科  ○  ○ ○   

先端物質科学研究科  ○ ○   ○  

保健学研究科 ○   ○ ○ ○  
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区  分 ｵﾌｨｽｱﾜｰ 
相談室・窓

口の設置 

ﾒｰﾙ・ﾒｰﾘﾝｸﾞ

ﾘｽﾄの活用 

意見箱 

の設置 

学生との 

懇談会 
アンケート その他 

工学研究科      ○  

生物圏科学研究科  ○  ○  ○  

医歯薬学総合研究科 ○  ○    ○学生相談員制度 

国際協力研究科 ○ ○   ○   

法務研究科 ○   ○ ○ ○ 
○法科大学院生支援

システム(TKC)の

活用 

                                                  （出典：大学での集計） 

 

資料７－３－①－Ｂ 学生の各種相談等への対応 

部局名 相談内容 相談場所・時間等 

健康相談 開室時間 月～金 8：30～17：30 

受付時間 月～金 9：00～10：45，12：15～15：00 

場  所 保健管理センター 

     北保健管理センター 

カウンセリング・学生相談 ※東広島キャンパス 

  曜日 月～金 

  時間 9：00～12：00，13：00～17：00 

  場所 北保健管理センター（法人本部1F） 

※霞キャンパス 

  曜日 火・水・木 

  時間 水   18:30～20:30， 

     火・木 9：00～12：00，13：00～16：00 

  場所 霞分室（総合研究棟北側） 

※東千田キャンパス 

  曜日 火 

  時間 18：00～21：00 

  場所 保健管理室 

メンタルヘルス 北保健管理センター 

  曜 日  月～金 

  時 間  9：00～12：00，13：00～17：00 

  備 考  原則として予約制 

保健管理センター 

  日 程  第2・4木曜日 14：00～16：00 

       第3月曜日   9：00～12：00 

       第1木曜日   14：00～17：00 

保健管理センター霞分室 

  曜 日  月曜日 

  時 間  9：00～11：00 

  備 考  原則として予約制 

東千田保健管理室 

  日 時  水曜日（16：15～18：15）金曜日（16：15～19：15）

  備 考  原則として予約制 

婦人科健康相談   時 間  13：00～14：00 

  備 考  原則として予約制 

泌尿器科健康相談   日 程  月1回 

  時 間  13：30～14：30 

  備 考  原則として予約制 

歯科健康相談   曜 日  第2・4木曜日 

  時 間  9:00-11:00（一人30分程度） 

  備 考  原則として予約制 

栄養相談   曜 日  月～金曜日 

  時 間  9：00～10：45，12：15～16：00 

  備 考  予約も可能 

保健管理センター 
 

 内科医    ： ３名 

 精神科医   ： ２名 

 臨床心理士  ： ３名 

 診療放射線技師： １名 

 管理栄養士  ： １名 

 保健師    ： １名 

 看護師    ： ６名 

 心理相談員  ： １名 

禁煙相談 保健管理センター 

  曜 日  月～金曜日 
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部局名 相談内容 相談場所・時間等 

  時 間  9：00～11：15，12：15～17：00 

保健管理センター霞分室 

  日 時  月曜：9：00～11：30，13：00～15：00 

       木曜：9：00～11：00 

 

※ 詳細はhttp://home.hiroshima-u.ac.jp/health/ 

何でも相談 総合科学部事務棟３階 

開室時間：月曜～金曜・12:00～16:10  

ピア・サポート・ルーム 

 
 ピアサポーター：３２名 ※ 詳細はhttp://home.hiroshima-u.ac.jp/peer/ 

何でも相談窓口 
 

 相談員数   ： １名 

何でも相談 場 所：法人本部２階「学生総合支援センター」内 

曜 日  月～金曜日 

時 間  8：30～17：30 

学習支援 場 所  西図書館３階 

時 間  16:30～18:30 

曜 日  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

科 目   物理  数学  英語  英語  物理 

      化学              化学 

学習支援室 

 

 室長     ： １名 

 指導教員   ： ４名 

 相談員    ： ８名 

※ 詳細はhttp://home.hiroshima-u.ac.jp/kyouyou/index.html 

留学生相談 場 所  東広島 留学生センター（教育学部K棟K306） 

     霞   チュートリアル室18（基礎・社会医学棟2F） 

相談時間 東広島 火曜日・水曜日・木曜日 14：30-16：00 

         第２・第４月曜日    12：30-16：30 

     霞   第１・第３月曜日    12：30-16：30 

留学生センター 
 

 教員     ： １名 

 カウンセラー ： １名 

※ 詳細はhttp://www.iie.hiroshima-u.ac.jp/index.html 

ハラスメント相談 ハラスメント相談室 

  場 所  中央図書館地下1Ｆ 

  曜 日  月曜日～金曜日（祝日を除く） 

  時 間  10：00～17：00 

霞地区相談室 

  場 所  入院棟５Ｆ 多目的室 

  曜 日  月・水曜日（祝日を除く） 

  時 間  午後 

ハラスメント相談窓口 
 

 教員     ： ２名 

 相談員数   ：１７名 

※ 詳細はhttp://home.hiroshima-u.ac.jp/harass/index.html 

障害のある学生の相談 場 所  総合科学部事務棟２階 

曜 日  月曜日～金曜日（祝日を除く） 

時 間  9：00～18：00 

アクセシビリティ 

センター 

 

 教員      ： ２名 

 情報支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ: １名 

 学生ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ  ： ２名 

※ 詳細はhttp://home.hiroshima-u.ac.jp/achu/ 

進路選択及びキャリアデザ

イン支援 

場 所  大学会館２階 

曜 日  月曜日～金曜日（祝日を除く） 

時 間  8：30～17：30 

キャリアセンター 

 

 教員     ： ３名 

 相談員数   ： ４名 ※ 詳細はhttp://www.hiroshima-u.ac.jp/kyaria/ 

                                            （出典：学生生活の手引 P108-131） 

 

資料７－３－①－Ｃ 各取組の利用状況 

区   分 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 

保健管理センター 
利用者延べ数 

17,151人 18,197人 18,346人 24,301人 21,334人

ハラスメント相談窓口 
相談件数 

16件 56件 60件 61件 79件

キャリアセンター 
キャリア相談件数 

788件 893件 827件 1,175件 1,566件

                                                  （出典：大学での集計） 
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資料７－３－①－Ｄ 「学生生活実態調査－学習と学生生活アンケート－」結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料７－３－①－Ｅ 「大学院学生生活アンケート」の結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料７－３－①－Ｆ 進路・キャリア相談等の満足度 

 

 

 

 

 

 
 

                                （出典：平成20年度「キャリアセンター利用者アンケート」） 

 

参照資料 ： 別添資料６－１－③－１  広島大学学生生活実態調査の概要報告書 

       別添資料６－１－③－２  平成20年度学生生活実態調査報告書 

       別添資料６－１－③－３  平成19年度広島大学大学院学生生活アンケート集計結果 

       別添資料７－１－①－３ 学生生活の手引 
 

 【分析結果とその根拠理由】 

 学生生活支援に関するニーズを把握するために，学生へのアンケートの実施，意見箱の設置等多様な方法を採用

している。 

 また，学生の多様な相談に応えるため，保健管理センター，何でも相談窓口，ピア・サポート・ルーム，留学生

センター，キャリアセンター，ハラスメント相談室，学習支援室，アクセシビリティセンター等を設置するととも

に，相互に連携し協力している。 

平成18年度実施分（保健管理センター） 平成20年度実施分（保健管理センター） 
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 学生アンケートの結果では，特に利用者の多い保健管理センターの対応について，利用者の90％以上が満足して

いる状況である。また，キャリアセンター利用者アンケートの結果では，利用者全員が「目的が達成できた」と回

答している状況である。 

 以上により，生活支援等に関する学生のニーズを適切に把握しており，また，学生の健康相談，生活相談，進路・

キャリア相談，各種ハラスメント相談等のために，必要な相談・助言・支援体制を整備し，機能している。 

 

 

観点７－３－②： 特別な支援を行うことが必要と考えられる学生への生活支援等を適切に行うことのできる状況

にあるか。また，必要に応じて生活支援等が行われているか。 

 

 【観点に係る状況】 

 特別な支援を行うことが必要と考えられる学生としては，留学生，社会人学生及び障害学生が想定され，その員

数は，前掲資料７-１-④-Ａに示すとおりである。 

 留学生，社会人学生に対する生活支援は，前観点の７-３-①での一般学生と同様の支援を行っている。さらに留

学生にはチューターを配置して支援を行っており，その配置状況は，別添資料７-１-④-５に示すとおりである。各

部局独自の支援状況は資料７-３-②-Ａに示すとおりである。 

 また，留学生を対象とした学生宿舎等の状況は，資料７-３-②-Ｂに示すとおりである。 

 障害学生の生活支援のために，施設等のバリアフリー対応を進めるとともに，資料７-３-②-Ｃに示すとおりアク

セシビリティセンターを中心に実施している。 

 満足度に関しては，観点７-３-①に記述したとおりである。 

 

資料７－３－②－Ａ 学部・研究科における留学生に対する主な支援の内容 

【留学生】 

学部名 外国語による健康相談等の提供 留学生対象の親睦会 留学生相談日の設定 

総合科学部 ○ ○  

教育学部 ○ ○ ○ 

法学部  ○ ○ 

経済学部  ○  

医学部  ○  

工学部 ○ ○  

 

研究科名 
外国語による健康

相談等の提供 

留学生対象

の親睦会 

留学生相談日

の設定 

ＴＡによる 

個人的指導 
その他 

総合科学研究科 ○ ○    

文学研究科  ○    

教育学研究科 ○ ○ ○   

社会科学研究科  ○ ○   

先端物質科学研究科 ○     

工学研究科 ○ ○ ○ ○  

生物圏科学研究科  ○  ○  

医歯薬学総合研究科 ○ ○ ○  ○留学生ガイドブックの作成 

国際協力研究科  ○ ○   

                                                  （出典：大学での集計） 
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資料７－３－②－Ｂ 留学生を対象とした学生宿舎等の状況 

入居状況 
区  分 室 数 等 

寄宿料 

（月額） 19'前 19'後 20'前 20'後 

国際交流会館Ａ棟 単身室 60室(13.3㎡/1室) 5,900円  98.3％  98.3％ 100.0％ 100.0％

夫婦室  5室(44.5㎡/1室) 9,500円 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％
   〃  Ｂ棟 

家族室  5室(57.5㎡/1室) 14,200円 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％

池の上学生宿舎(男) 単身室 50室(12.0㎡/1室) 4,700円 *  70.0％ *  90.0％ *  88.0％ *   96.0％

   〃   (女) 単身室 50室(12.0㎡/1室) 4,700円 90.0％ 96.0％ 86.0％ 100.0％

民間借り上げ宿舎 単身室  8室(23.8㎡/1室) 8,000円 － 100.0％ 100.0％ 100.0％

                                              (＊：宿舎アスベスト対策工事中) 

                                                  （出典：大学での集計） 

 

資料７－３－②－Ｃ アクセシビリティセンターの活動 

障害のある学生の相談窓口  身体等の障害により，「見えない」「聞こえない」「筆記が困難」「移動が困難」など，修学上の

困難を感じている学生の相談窓口及び学内での食堂，トイレ施設等への移動など生活面の支援も

行っている。 

 アクセシビリティセンターには，専任の教職員がいて，様々な相談に応じてくれます。 

情報機器による支援  最新の情報技術を上手に利用することで，修学上の様々な困難が改善されます。 

 アクセシビリティセンターでは，障害の特性や程度にあわせて利用することができるコンピュ

ーターや， 支援に必要となる様々な情報支援機器が用意されています。 

支援活動の拠点・人材育成の場  アクセシビリティセンターは，ノートテイクや字幕作成といった修学支援活動の拠点になって

います。 

 アクセシビリティセンターを拠点として開講される「障害学生支援ボランティア実習Ａ，Ｂ」

（各一単位）では，支援活動を実際に行うとともに，手話や要約筆記，支援技術の活用方法，ガ

イドヘルプの方法などの指導も行っています 

障害のある学生の自習室  アクセシビリティセンターには様々な支援機器が用意されており，障害に応じて利用方法を工

夫することができます。 

 障害のある学生や支援活動に参加している学生は，レポートを書いたり，予習復習をする際に

も，活動室を利用しています。 

交流の場  アクセシビリティセンターには，様々な学年，学部の学生が出入りしています。また関係する

教員や職員も良く出入りするため，自然と色々な人と交流できる場所にもなっています。 

                   （出典：本学ウェブページ http://home.hiroshima-u.ac.jp/achu/NAVI/Vrole/index.html） 

 

参照資料 ： 別添資料７－１－④－５ チューター一覧 

 

 【分析結果とその根拠理由】 

 新入留学生オリエンテーション時に，留学生に対する指導・相談体制について，資料を配布し説明するとともに，

ホームページにおいて，「留学生向け・インフォメーション」として，相談等の内容を公開している。また，外国人

留学生チューター制度実施要項に基づき，各部局にチューターを配置するとともに，必要に応じて留学生指導教員

を配置し，生活上の支援を行っている。 

 障害学生については，施設のバリアフリー化を図るとともに，アクセシビリティセンターを中心として障害学生

の生活上の支援を行っている。 

 以上により，特別な支援が必要と考えられる学生への生活支援等を適切に行うことができる状況にある。また，

必要に応じて生活支援等を行っている。 
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観点７－３－③： 学生の経済面の援助が適切に行われているか。 

 

 【観点に係る状況】 

 経済面の援助及び各部局の実施状況は，資料７-３-③-Ａに示すとおりである。本学独自の取組として，成績優秀

学生奨学制度「広島大学エクセレント・スチューデント・スカラシップ」（学部学生・大学院学生）を平成18年度

から実施し，また，学力が優秀でありながら経済的理由により大学進学が困難な学生を支援する「広島大学フェニ

ックス奨学制度」（学部学生）を平成20年度から実施している。 

 なお，「入学料免除・授業料免除」情報，「奨学金」情報，「教育ローン」情報，「学生健康保険組合」情報及び「学

生教育研究災害傷害保険」情報を「授業料・奨学金・学生保険・インフォメーション」としてホームページ

（http://www.hiroshima-u.ac.jp/top/kyoiku/index.html）に掲載するとともに，学生情報システム「もみじ」に

も掲載し，周知している。 

 特に，「広島大学フェニックス奨学制度」は平成20年度から始めたことから，高校教員を対象とした説明会やオ

ープンキャンパス，各高等学校・高等専門学校に制度を紹介したリーフレットを配布するとともに，AO選抜第一次

選考合格者，一般選抜志願者に対してもパンフレットを活用して周知を図っている。 

 また，平成20年度には，急激な円高の影響で困窮する外国人留学生に対して緊急経済支援（奨学金支給）を行う

ことを決定し，16名の留学生に奨学金を給付した。 

 

資料 ７－３－③－Ａ 学生への経済面での支援 

【奨学制度】 

平成19年度 平成20年度 
区  分 

 学 部  大学院  学 部  大学院  

エクセレント・スチューデント・スカラシップ １３４  ８４  ８１  ８４ 

フェニックス奨学制度      ３  

【入学料免除・授業料免除】 

申請者数 全額免除者数 半額免除者数 

平成19年度 平成20年度 平成19年度 平成20年度 平成19年度 平成20年度 区 分 

学 部 研究科 学 部 研究科 学 部 研究科 学 部 研究科 学 部 研究科 学 部 研究科

入学料免除 2 196 7 234 1 11 7 11 0 101 0 101

授業料免除 1,028 974 1,052 1,138 660 510 639 520 243 362 202 392

【奨学金】 

区   分 年  度 学部・研究科の別 申請者数 採用者数 

平成19年度 学部 815 641 

平成20年度 学部 790 649 

平成19年度 研究科 432 372 
日本学生支援機構 

平成20年度 研究科 405 351 

平成19年度 学部  156 

平成20年度 学部  143 

平成19年度 研究科   24 
各種団体 

平成20年度 研究科   27 

【学生宿舎】 

入居状況 
区  分 室 数 等 

寄宿料 

（月額） 19'前 19'後 20'前 20'後 

池の上学生宿舎(男) 従来型 320室(10.0㎡/1室) 4,300円 *  74.0％ *  72.5％ *  74.0％ *  71.8％

   〃   (男) 混住型 100室(12.0㎡/1室) 4,700円 *  89.0％ *  92.0％ *  94.0％ *  96.0％

   〃   (女) 混住型 200室(12.0㎡/1室) 4,700円 93.5％ 90.5％ 94.0％ 91.0％

                                             （＊：宿舎アスベスト対策工事中） 

 ※URL： http://www.hiroshima-u.ac.jp/top/kyoiku/gakuseisyukusya/index.html 参照       （出典：大学での集計） 



広島大学 基準７ 

- 203 - 

【留学生への支援】 

区 分 支 援 内 容 

広島大学外国人留学生

を援助する会 

 広島大学で勉学する外国人留学生を経済的に支援することを目的として「広島大学外国人留学生を援

助する会」を設置している。（別添資料７－３－③－３参照） 

【各研究科における支援】 

支援事項 研究科対応状況(略称) 

(国外) 理学，先端，医歯薬，保健，工学，生物圏，国際，総合 研究発表等支援 

(国内) 先端，工学，生物圏 

先 端 1ヵ月以上6ヵ月未満 

工 学 派遣留学奨学金 

海外留学支援 

国 際 インターンシップ支援 1ヶ月以上２年未満 

総 合 学生独自プロジェクト研究支援 

教 育 学位奨励費，メンター制科目履修学生研究費 

社 会 図書費，複写費，英文校閲料 

保 健 論文掲載料支援 

生物圏 博士課程後期の研究課題を対象 

国 際 修論英文校閲，学生用専門図書充実，情報教育支援ソフト 

研究奨励 

法 務 法務研修制度 ： 修了生を対象 

理 学 RA雇用促進支援 

先 端 エクセレント枠拡大，RA雇用促進支援 

工 学 RA雇用促進支援 

授業料・生活支援 

生物圏 社会人ドクター就学支援，RA経済的支援（年間授業料の半額相当額），エクセレントRA 

授業料・生活支援 法 務 エクセレント枠拡大 

文 学 日本語論文の日本語校閲，ノートパソコン貸与 

社 会 企業奨学金 

理 学 研究支援員として雇用 ： 授業料免除不許可者，半額免除者 

工 学 私費留学生援助事業，専攻教授奨学金 

生物圏 私費留学生学会発表旅費支援（同窓会「緑翆会」による支援） 

留学生支援 

国 際 スタディーツアー 

                                                  （出典：大学での集計） 

 

参照資料 ： 別添資料７－３－③－１ 広島大学エクセレント・スチューデント・スカラシップ実施要綱 

       別添資料７－３－③－２ 広島大学フェニックス奨学制度実施要綱 

       別添資料７－３－③－３ 広島大学外国人留学生を援助する会会則 ほか 

       別添資料７－３－③－４ 急激な為替変動（円高）による留学生への緊急支援について 

 

 【分析結果とその根拠理由】 

 本学独自の取組として，「広島大学エクセレント・スチューデント・スカラシップ」（学部学生・大学院学生），「広

島大学フェニックス奨学制度」（学部学生）を導入し，学生への経済支援を実施している。また，奨学金等に関する

情報を周知するために，奨学金用電子掲示板，ホームページ等を活用している。さらに，大学院学生に対しては，

各研究科が独自に経済的支援策を実施している。しかし，大学院学生に対する本学独自の経済支援は「広島大学エ

クセレント・スチューデント・スカラシップ」制度だけであり，今後，大学院学生が安心して学修に専念できるよ

うに，大学としての組織的な取組を一層強化する必要がある。 

 学生宿舎として男子用370室，女子用150室を設置し，安価で学生が使用している。 

 留学生への経済支援として，「広島大学留学生を援助する会」を設置し，支援を行っている。また，平成20年度

には，急激な円高の影響で困窮する外国人留学生に対して緊急経済支援（奨学金支給）を行うことを決定し，16名

の留学生に奨学金を給付した。 

 以上により，学生への経済面の援助を適切に行っている。 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

 

 【優れた点】 

○ より良い学生支援に向けた種々の学習環境の充実を目指し，学生総合支援センター，留学生センター，キャリ

アセンター，保健管理センター，アクセシビリティセンター等の相互の連携により支援体制の強化を図っている。

特に，障害学生に配慮して，バリアフリー化を図るとともに，アクセシビリティセンターを相談窓口として，講

義の要約筆記をするノートテイクや板書をノートに取るノート作成支援，情報機器による学習支援，試験等にお

ける特別措置を実施するなど，入学前から卒業に至るまでの支援体制を整備している。 

○ 学習相談，助言，支援等のために設置しているピア・サポート・ルームは，全国の国立大学で初めて設置した

学生による学生のための相談窓口であり，ピア・サポート養成セミナーを修了した学生（ピア・サポーター）が

同じ学生という立場から相談を受ける制度として確立している。 

○ 学部学生，大学院学生に対する経済的支援については，平成18年度から本学独自の奨学制度として「広島大学

エクセレント・スチューデント・スカラシップ」を実施している。また，社会をリードする優秀な人材の育成を

目指し，学力が優秀でありながら経済的理由により大学進学が困難な者を対象に，入学料及び授業料の全額免除

及び奨学金給付を行う「広島大学フェニックス奨学制度」を平成20年度にスタートさせ，大学進学の支援策の充

実を図っている。 

 

 【改善を要する点】 

○ 経済的支援に関して，大学院学生に対する本学独自の経済支援は「広島大学エクセレント・スチューデント・

スカラシップ」制度だけであり，今後，大学院学生が安心して学修に専念できるように，大学としての組織的な

取組を一層強化する必要がある。 

 

 

（３）基準７の自己評価の概要 

 学習を進める上での履修指導については，学士課程では全学共通の履修ガイダンス資料等を活用して新入生を対

象に実施するとともに，必要に応じて年次ごとのガイダンスも実施している。また，大学院課程においては，新入

生を対象にガイダンスを行い，指導している。 

 一方，学習支援室，ピア・サポート・ルーム，学生一人に対して複数の教員を配置するチューター制度，オフィ

スアワー制等により，学習指導や助言に当たっている。 

 また，特別な支援が必要と考えられる留学生に対しては留学生センターと各部局が連携し，社会人学生に対して

は複数指導教員による学習支援，長期履修制度の導入，教育方法の特例の導入等を実施しているほか，特に障害学

生については，アクセシビリティセンターを相談窓口として，講義の要約筆記をするノートテイクや板書をノート

に取るノート作成支援，情報機器による学習支援，試験等における特別措置を実施するなど，入学前から卒業に至

るまでの支援体制を整備している。 

 学生の自主的学習を支援する環境整備については，自習室の整備，講義室・演習室等の開放，情報機器室の整備，

情報ネットワークが利用できる環境整備を行っている。 

 また，学生の課外活動については，長期整備計画に基づく体育施設等の整備，助成物品等による活動支援やサー

クルリーダー育成のためのスポーツリーダーズセミナー，サウンドクリエーターズセミナーの実施並びに教職員に

対する「指導者人材バンク登録」募集を行うとともに，中国・四国地区の国立大学共同利用施設（西条共同研修セ

ンター）及び西条総合運動場を管理・運営し，県内・県外の学生への支援を行っている。 
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 学生の生活や就職面での援助等に関しては，アンケートの実施，意見箱の設置等多様な方法により学生のニーズ

を把握するとともに，保健管理センター，ピア・サポート・ルーム，留学生センター，キャリアセンター，ハラス

メント相談室，アクセシビリティセンター等を設置し，支援している。特に留学生の生活上の支援は，ホームペー

ジに「留学生向け・インフォメーション」として相談等の内容を公開するとともに，外国人留学生チューター制度

実施要項に基づくチューターや留学生指導教員を配置している。 

 経済支援に関しては，本学独自の取組として「広島大学エクセレント・スチューデント・スカラシップ」及び「広

島大学フェニックス奨学制度」を導入しているほか，各研究科が独自の経済的支援を実施している。また，留学生

への経済支援として「広島大学留学生を援助する会」を設置し，支援を行っている。 


